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地方独立行政法人徳島県鳴門病院が実施し 医療政策課

た一般競争入札の落札者公告



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月

一
日
次
の
事
務
を
公
益
財
団
法
人
徳
島
県
文
化
振
興
財
団
に
委
託
し
た
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
立
文
学
書
道
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
十
四
号
）
第

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
観
覧
料
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
六
年
五
月
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
十
四

日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

新
日
本
橋
通
商
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
新
川
二
丁
目
二
七
―
一

橋
爪

栄

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
上
板

所
在
地

板
野
郡
上
板
町
椎
本
字
中
ノ
内
三

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

変
更
前

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

新
日
本
橋
通
商
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
新
川
二
丁
目
二
七
―
一

栁
澤

隆
行

変
更
後

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

新
日
本
橋
通
商
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
新
川
二
丁
目
二
七
―
一

橋
爪

栄

４

変
更
年
月
日

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

二

届
出
年
月
日

令
和
六
年
五
月
一
日

三

届
出
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
上
板
町
産
業
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
五
月
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
十
四
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項



氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
上
板
町
産
業
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
の
申

請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写

し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

申
請
人

吉
野
川
北
岸
土
地
改
良
区

二

地
区
名

吉
野
川
北
岸
地
区

三

縦
覧
期
間

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

四

縦
覧
場
所

吉
野
川
市
役
所
、
阿
波
市
役
所
、
美
馬
市
役
所
、
三
好
市
役
所
、
板
野
町
役
場
、
上
板
町
役
場
及
び

東
み
よ
し
町
役
場



公

告

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

「
徳
島
県
鳴
門
病
院
災
害
対
策
施
設
（
ヘ
リ
ポ
ー
ト
）
整
備
」
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札

者
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

理
事
長

森

裕

二

一

契
約
に
係
る
名
称

徳
島
県
鳴
門
病
院
災
害
対
策
施
設
（
ヘ
リ
ポ
ー
ト
）
整
備

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

施
設
整
備
企
画
課

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
三
二
番

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
北
島
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
県
徳
島
市
金
沢
町
一
丁
目
二
番
三
号

五

落
札
金
額

十
一
億
一
千
百
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日


	703定期目次
	告示228（文化振興課）
	告示229（企業支援課）
	告示230（農山漁村振興課）
	公告（医療政策課）

